
国立大学の法人化

国立大学法人法等関係６法が７月に成立、平成１６年４月から法人化

改革の方向

明治以来の画期的な大改革・

大学が自主性・自律性のもと自らの判断と責任で多様で・
特色ある教育研究を展開

学術振興・人材育成の面で国としても責任をもって対処・

① に法人化大学ごと
・護送船団方式から脱却
・予算・人事等の規制を緩和し、自律性の下に競争的環境へ
・より自律的な環境のもと、魅力ある教育研究を積極的に展開

② 「民間的発想」のマネジメント
・学長を中心にした役員会でトップマネジメント

③ 「学外者」の経営参画
・役員や経営方針の審議に学外者参画

④ 学長選考手続の改善
・学外者も参画する学長選考会議で内外から適任者を選考

⑤ 「非公務員型」
・能力・業績に応じた弾力的な人事システム

⑥ 情報公開、評価の徹底
・第三者評価の結果による適切な資源配分
・国民への透明性の確保と社会貢献の増大

競争的環境の中で、活力に富み、個性豊かな大学づくり
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国立大学法人の仕組み

情報公開・第三者評価

第三者評価を資源配分に反映自主性・自律性をより発揮して活性化
※幹部事務職員を含め、人事は学長の権限

国立大学法人

型学長選考会議 非公務員

→弾力的な人事シ学外者も参画し適任者を
ステム学長に選考

→産学官連携等を
推進

・平成１６年４月 →外国人を幹部に学 長
登用法人化

民間的発想
各大学は、改革 学外者の経営 参画 教学に関するによるトップ

マネジメント意欲を高め、着
々と準備中 学外者が半数以上 学内の代表者

教育研究評議会経営協議会 役員会



国立大学法人に係る目標・計画・評価の概要

（ ）法律の運用に当た 政策評価・独立行政法人評価委員会 総務省
っては、大学の教
育研究の特性に常 （必要があるときは国立大学
に配慮。 ○評価結果 法人評価委員会に対し意見）

を通知
○中期目標・中期計画 ○教育研究評価
案について意見 の結果を通知

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会 独立行政法人大学評価･学位授与機構
○業務継続の
必要性等について （国家行政組織法上の （いわゆるピア・レビュー機関）意見

８条機関（ 審議会等 ） ○ 面を専門的に評価「 」） 教育研究

○中期目標を提示・公表 ・幅広い分野の有識者で構成。
・大学評価・学位授与機構の評価

・中期目標の期間は６年間。 を尊重。
・大臣は法人の原案(意見）に
配慮。

・中期目標の記載事項：

①大学の基本的な目標
②教育研究の質の向上 ○ 面も含め中期期間の業績経営
③業務運営の改善・効率化 を 評価（年度評価も）総合
④財務内容の改善
⑤自己評価・情報発信

○中期目標の原案 ⑥その他の重要事項
活用（意見）を提出 評価の結果の

①各大学自身の改善の指針
○中期計画を作成 ○中期計画を認可（学生定員を含む） ②次期中期目標・計画への反映

（認可後、公表） ③運営費交付金の算定への反映

○年度計画を届出
・公表

国立大学法人



国立大学法人化の経緯

平成
１１年 ４月 ◎閣議決定

（国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画）

国立大学の独立行政法人化については、大学の自主
性を尊重しつつ大学改革の一環として検討し、平成
１５年までに結論を得る。

１３年 ６月 ◎文部科学大臣 「大学の構造改革の方針」を発表

１．国立大学の再編・統合
２．第三者評価による世界最高水準の大学づくり
３．国立大学の法人化

１３年 ６月 ◎閣議決定
（今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針）

国立大学については、法人化して、自主性を高める
とともに ・・・民間的発想の経営手法を導入し国際、
競争力のある大学を目指す。

１４年 ３月 ◎文部科学省の調査検討会議

新しい「国立大学法人」像について最終報告。

１４年 ６月 ◎閣議決定
（経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２）

国立大学の法人化と教員・事務職員等の非公務員化
を平成１６年度を目途に開始する。

１４年１１月 ◎閣議決定
（平成１５年度予算編成の基本方針）

競争的環境の中で世界最高水準の大学を育成するた
め 「国立大学法人」化などの施策を通して大学の構、
造改革を進める。

１５年 ７月 ◎国立大学法人法等関係６法成立(１０月施行）

平成１６年４月国立大学法人成立




